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大磯町下水道事業の設置等に関する条例 

 

１ 制定概要 

 

  町の下水道事業は、令和７年度末までに全体計画区域面積638.7haの整備を目標として 

おり、今後７年間で174.1haの整備を進めることになるため、下水道施設の整備に要す

る借入金の更なる増加が見込まれることや、整備完了後の施設の維持管理体制の構築に

向け取り組む必要があること、そして、下水道施設の維持管理費や借入金の返済の財源

である下水道使用料が不足しているため、一般会計で補填していることなどが事業の現

状であります。 

また、平成27年１月に国（総務省）は、都道府県及び人口３万人以上の市区町村の下 

水道事業は、平成31年度までに公営企業会計に移行することを求めております。 

 なお、社会資本整備総合交付金についても、平成32年度末までに、人口３万人以上の

地方公共団体については公営企業会計の適用することが、交付対象事業の要件となって

います。 

このことから下水道事業経営の更なる健全化に向けて、経営状況をより的確に把握す

るとともに、経理事務全般の見直しによる「経営の見える化」を図り、経営基盤の強化

と財政マネジメントの向上、また、住民ニーズへの迅速な対応やサービスの向上につな

がる取り組みが必要であるため、地方公営企業法第２条第３項の規定に基づき「大磯町

下水道事業の設置等に関する条例」を制定するものです。 

 

 

《参考》 

  地方公営企業法第２条第３項 抜粋 

（この法律の適用を受ける企業の範囲） 

   地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百八十四条第一項の一部事務組合（以下「一部事務組合」という。）又は広域連合（以下「広

域連合」という。）にあつては、規約）で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の

規定の全部又は一部を適用することができる。 
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２ 制定内容 

 

 第１条 趣旨について 

  地方公営企業法（以下「法」という。）及び地方公営企業法施行令の規定に基づき、大

磯町下水道事業の設置等について必要な事項を定めます。 

 

 第２条 下水道事業の設置について 

  都市の健全な発達及び町民の公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保

全に資するため、下水道事業を設置することを定めます。 

 

 第３条 法の財務規定等の適用について 

  地方公営企業法に規定する財務規定等を、下水道事業に適用することを定めます。 

 

 第４条 経営の基本について 

  経営の原則は、下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を

増進するように運営されなければならないとします。事業概要は、下水道事業の区域、

計画人口及び計画汚水量は、下水道法第４条第１項の規定により定めた事業計画による

ものとすることを定めます。 

 

 第５条 重要な資産の取得及び処分について 

  法の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及

び処分については、予定価格が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲

渡（土地については、その面積が１件5,000平方メートル以上）又は不動産の信託の受

益権の買入れ若しくは譲渡とすることを定めます。 

 

 第６条 議会の同意を要する賠償責任の免除について 

  下水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならな

い場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とすることを定めます。 

 

 第７条 会計事務の処理について 

  下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理

者権限で行わせることを定めます。 

（１） 公金の収納及び支払に関する事務 

（２） 公金の保管に関する事務 

（３） 支出負担行為に関する確認の事務 
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第８条 議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について 

  下水道事業の業務に関し、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物

の価格が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決

定に係る金額が10万円以上のものについては議会の議決を要することを定めます。 

 

 第９条 業務状況説明書類の作成について 

  下水道事業に関し、毎事業年度４月１日から９月30日までの業務の状況を説明する書

類を11月30日までに、10月１日から翌年３月31日までの業務の状況を説明する書類を翌

年５月31日までに作成しなければならない。書類には、事業の概況、経理の状況等を記

載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、

翌年５月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び

事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない、天災その他やむを得ない事故

により、期日までに書類を作成することができなかった場合は、町長はできるだけ速や

かにこれを作成しなければならないことなどを定めます。 

    

 附則 施行期日について 

  この条例は、令和２年４月１日から施行することについて定めます。 

 

 附則 大磯町下水道事業特別会計条例の廃止について 

  特別会計から公営企業会計に移行したことで、現行の大磯町下水道事業特別会計条例

の廃止を定めます。 

 

 

《参考》 

  下水道法第４条第１項 抜粋 

（事業計画の策定） 

   公共下水道を管理する者（以下、「公共下水道管理者」という。）は、公共下水道を設置しようと

するときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。 

 ※事業計画の内容 

  〇下水道事業の区域：602ha  〇計画人口：28,555人  〇計画汚水量：11,550㎥/日(日平均) 
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関係法令等の抜粋 
〇第３条関係 

地方公営企業法第２条第３項 抜粋 

（この法律の適用を受ける企業の範囲） 

   前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例（地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条第一項の一部事務組合（以下「一部事務組合」という。）

又は広域連合（以下「広域連合」という。）にあつては、規約）で定めるところにより、その経営

する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。 

  

地方公営企業法施行令第１条第２項 抜粋 

（法の適用） 

   地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当

該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全

部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。 

 

地方公営企業法第２条第２項 抜粋 

（この法律の適用を受ける企業の範囲） 

   前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条か

ら第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定（以下「財務規定等」という。）は、地方公

共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 

  

〇第４条関係 

   下水道法第４条第１項 抜粋 

（事業計画の策定） 

     前条の規定により公共下水道を管理する者（以下「公共下水道管理者」という。）は、公共下水

道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければ

ならない。 

 

  〇第５条関係 

地方公営企業法第33条第２項 抜粋 

（資産の取得、管理及び処分） 

   前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なもの

の取得及び処分については、予算で定めなければならない。 

 

 

 

参 考 １ 



2 

 

 〇第６条関係 

地方公営企業法第34条 抜粋 

（職員の賠償責任） 

   地方自治法第二百四十三条の二の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任につき

て準用する。この場合において、同条第一項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、

同条第八項中「議会の同意を得て」とあるのは、「条例で定める場合には議会の同意を得て」と読

み替えるほか、第七条の規定により管理者が置かれている地方公営企業の業務に従事する職員の賠

償責任について準用する場合に限り、同法第二百四十三条の二第三項中「普通地方公共団体の長」

とあるのは「管理者」と、同条第八項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、「あ

らかじめ監査委員の意見を聴き、その意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴

き、普通地方公共団体の長が当該意見」と読み替えるものとする。 

 

地方自治法第243条の２第１項 抜粋 

（職員の賠償責任） 

   会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管

している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失（現金については、故意又は過失）

により、その保管に係る現金、有価証券、物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有動産又

はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければ

ならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員

で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当

該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。 

   一 支出負担行為 

   二 第232条の４第１項の命令又は同条第二項の確認 

   三 支出又は支払 

   四 第234条の２第１項の監督又は検査 

 

地方自治法第243条の２第３項 抜粋 

（職員の賠償責任） 

   普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同行に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に

損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有

無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならな

い。 
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〇第６条関係 

地方自治法第243条の２第８項 抜粋 

（職員の賠償責任） 

   第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長

は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるも

のであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除す

ることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会

に付議しなければならない。 

 

地方公営企業法第７条 抜粋 

（管理者の設置） 

   地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項

の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業につ

いて管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる。なお、水道事業

（簡易水道事業を除く。）及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事

業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営す

る事業を通じて管理者一人を置くことを常例とするものとする。 

 

〇第７条関係 

地方公営企業法第34条の２ 抜粋 

（財務規定等が適用される場合の管理者の権限） 

    第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される 

場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の権限のうち 

当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、 

その全部又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。 

 

〇第８条関係 

地方公営企業法第40条第２項 抜粋 

（地方自治法の適用除外） 

   地方公営企業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である

審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共

団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十

六条第一項第九号、第十二号及び第十三号の規定は適用しない。 
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〇第８条関係 

地方自治法第96条第１項第９号、12号、13号 抜粋 

（議決事件） 

   普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

    九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。 

    十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起（普通

地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第３条第２項に規定する処分又は

同条第３項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の２、第192条及び第199条の３

第３項おいて同じ。）に係る同法第11条第１項（同法第38条第１項（同法第43条第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は同法第43条第１項において準用する場合を含む。）の規

定による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第105条の２、第192条及び第

199条の３第３項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係るものを

除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告

とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 

   十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 

 

〇第９条関係 

地方公営企業法第40条の２第１項 抜粋 

（業務の状況の公表） 

   管理者は条例で定めるところにより、毎事業年度少なくとも二回以上当該地方公営企業の業務の

状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地

方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 



参 考 ２ 

 

 

総務建設常任委員会協議会 説明資料 
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